
Q1：どこの店舗で使えますか？ 

 

A1：郡上市商工会員の事業所で使えます。商品券が使える店舗にはピンク色の 

『プレミアム付商品券取扱い店舗』表示ステッカーが掲示されていますので、 

店舗・事業所へご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Q&A】よくある質問 ／お買い求めされる方 向け 

Q2：大規模店舗はつかえますか？ 

 

A2：郡上市内の大規模店舗でも使えますが、商品券が使える店舗は郡上市商工会員の事業所のみとなって

おります。市内大規模店舗で 7月現在、商品券をご使用頂くことができない店舗は以下の店舗です。以下

に記載のない店舗は、各店頭にお尋ねください。 

《ご使用いただけない店舗》 

・バロー白鳥店 ・ゲンキー全店舗 ・Ｖ.ｄｒｕｇ全店舗 ・エディオン郡上八幡店 ・ケーズデンキ郡上八

幡店 ・ダイソー郡上大和店 ・ファッションセンターしまむら郡上大和店 

Q3：誰が商品券を買えますか？1セットいくらで、1人何セット購入できますか？ 

 

A3：購入対象者⇒郡上市民が対象です＜窓口へ購入に来た方に身分証のご提示をお願いしております＞ 

        代理購入可。（窓口に買いに来た人を含め、家族の方 6名分まで可能） 

  1人の上限⇒5セット／5万円分（1セット／1万円…￥1,000券×12枚綴りで￥12,000） 

 

令和 2年 7月 20日時点 

みほん 



Q4：いつから販売されますか？ 

 

A4： 令和 2年 7月 30日（木）より販売を開始します。販売日程と場所は以下の通りです。 

販売時間は、9：00～15：00迄です。売切れ次第終了となります。 

  販売所：7/30(木)・31（金） □郡上市商工会本所（郡上市産業プラザ 1F 内） 

      8/1（土）・2（日）  □郡上市商工会本所 

□白鳥振興事務所 

      8/3（月）～8/7（金）□郡上市商工会本所 

□白鳥振興事務所   

                □大和・高鷲・美並・明宝・和良 各振興事務所 

      8/8(土)・9(日)   □郡上市商工会本所 

□白鳥振興事務所 

      8/11（火）以降   □郡上市商工会本所（平日） 

□白鳥振興事務所 (毎週水曜日)  

                □大和振興事務所 (毎週火曜日) 

□高鷲・和良振興事務所 (毎週水曜日) 

□白鳥・美並・明宝振興事務所 (毎週木曜日) 

 Q5：おつりは出ますか？ 

 

A5：おつりはでません。 

Q6：商品券の購入後、返品はできますか？ 
 

A6：返金・返品は出来ません。有効期限内に使い切ることができる分を、お買い求めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q7：有効期限が切れた商品券は返金できますか？ 
 

A7：返金は出来ません。商品券の有効期限は、令和 2年 12月 31日迄です。有効期限に気を付けて、期限

内にご利用ください。 

 

 Q8：車検代の支払いに使用できますか？ 

 

A8：税金ではない費用の支払いにご利用いただけます。詳しくは各店舗へお問合せください。 

 

 
Q9：家族分の代理購入の際、家族全員の身分証明書が必要ですか？ 

 

A9：代表で窓口に購入に来られた方のみ、身分証のご提示をいただきます。 

  家族以外や、郡上市以外のご家族等、その他虚偽の申告により不正購入が判明した場合は、プレミア

ム商品券販売規約に則りご返金等の対応を頂きます。悪質と判断される場合、警察に通報します。 

 

Q6：スタンプラリー対象店舗とは？ 

 

A6：プレミアム商品券が使用できる、オレンジ色のステッカーが掲示してある店舗です。 

ただし、下記の事業所はスタンプラリー対象外店舗です。 

《スタンプラリー対象外店舗》 

・大和ストアーPio店 ・Aコープおくみの ・Aコープ小野 ・バロー八幡店  

・コメリ白鳥店 ・コメリ大和店 ・コメリ八幡店 ・バローホームセンター大和店 
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Q1：対象店舗・事業所はどこですか？ 

 

A1：郡上市商工会にご加入いただいている全事業所 

  ※参加（商品券の受取の有無）は、事前の郵送させていただいておりますステッカー 

（『プレミアム付商品券取扱い店舗』ピンク色／『スタンプラリー対象店舗』黄色）を   

  店頭・事業所内にお客様が分かるように掲示。参加されない事業所・店舗はステッカーを 

  掲示しない。 

  ステッカーがお手元に届いていない事業所は、恐れ入りますが郡上市商工会までご連絡ください。 

Q2：商品券の換金方法は？ 

 

A2：郡上市商工会本所又は各出張所へお持ちいただき、小切手と交換いたします。 

  ※お持ちいただく際に、枚数・商品券の裏面に店・事業所の印を押していただき、ご持参ください。 

 
Q3：受取ることができない事業所・店舗が受け取ってしまった場合は換金できますか？ 

 

A3：換金することはできません。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Q&A】よくある質問 ／商工会員事業所向け 



Q4：スタンプラリーや換金の際に押す事業所・お店のゴム印やスタンプが無い場合は？ 

 

A4：事業所・お店のゴム印が無い場合は、手書きで事業所・店舗名を記入いただき、認印を 

  押印ください。 

  ※換金の際は商品券 1枚 1枚に押印をお願いします。 

Q5：商工会員の事業所・店舗がプレミアム付商品券を購入することはできますか？ 

 

A5：ご購入いただけますが、自店舗での使用は厳禁です。 

販売時に購入者と商品券番号を把握しておりますので、判明した場合はご返金等しかるべき対応をい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに押印 みほん 


